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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月7日(2017.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の前方の対象物に前記車両が衝突する衝突可能性を判定する衝突可能性判定手段（
Ｓ１１０）と、
　前記衝突可能性判定手段による判定結果に応じて、前記対象物への衝突を回避するため
の緊急制動制御を開始する制動開始手段（Ｓ１４０）と、
　前記車両が現在走行中の場所、前記車両の後方の状況、及び、前記車両の走行状態のう
ち、少なくとも一つに関する条件である走行環境条件が成立しているか否かを判定する走
行環境判定手段（Ｓ１２０）と、
　前記制動開始手段による前記緊急制動制御の開始から前記車両が停止するまでの間に、
前記衝突可能性が所定の安全レベルまで低下した場合、前記走行環境判定手段による判定
結果に応じて、前記走行環境条件が成立している場合に前記緊急制動制御を解除する制動
解除手段（Ｓ１７０）と、
　前記制動解除手段により前記緊急制動制御を解除した場合、前記車両の走行を継続する
ための走行支援制御を開始する走行支援開始手段（Ｓ１９０）と、
　を備えることを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記走行支援制御は、自動ステアリング制御または自動パワートレイン制御である、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の衝突回避支援装置であって、
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　前記走行支援開始手段に前記走行支援制御を開始させるか否かを判定する開始判定手段
（Ｓ１４５）を更に備え、
　前記開始判定手段は、前記車両の走行環境に応じて、前記走行支援開始手段に開始させ
る前記走行支援制御を選択する、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記開始判定手段は、前記車両がカーブ路を走行中である場合、前記走行支援開始手段
に自動ステアリング制御を開始させる、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記開始判定手段は、前記緊急制動制御の解除後の方針に関する優先順位を規定する所
定の優先順位リストに基づいて、前記走行支援開始手段に前記走行支援制御を開始させる
か否かを判定する、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記優先順位リストは、前記走行支援制御を優先順位毎に示す情報を含み、
　前記開始判定手段は、前記優先順位リストに基づいて、前記走行支援開始手段に開始さ
せる前記走行支援制御を選択する、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記車両のシステムに応じて、前記優先順位リストを設定する優先順位リスト設定手段
（Ｓ３３０）、
　を更に備えることを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項８】
　請求項３から請求項７までのいずれか１項に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記開始判定手段による判定結果を前記車両の運転者に報知する判定結果報知手段（Ｓ
１９５）、
　を更に備えることを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項９】
　請求項３から請求項８までのいずれか１項に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記開始判定手段は、前記車両の自己診断結果に応じて、前記走行支援開始手段に開始
させる前記走行支援制御を選択する、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９までのいずれか１項に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記走行環境判定手段は、自動車専用道路を前記車両が走行中であることを、前記走行
環境条件の成立要件とする、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記走行環境判定手段は、前記車両の所定距離内に後続車両が存在することを、前記走
行環境条件の成立要件とする、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１までのいずれか１項に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記走行環境判定手段は、有料道路における自動料金収受システム対応の料金所を前記
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車両が通過中であることを、前記走行環境条件の成立要件とする、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２までのいずれか１項に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記走行環境判定手段は、踏切を前記車両が横断中であることを、前記走行環境条件の
成立要件とする、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３までのいずれか１項に記載の衝突回避支援装置であって、
　前記走行環境判定手段は、前記車両の速度が所定のしきい値以上であることを、前記走
行環境条件の成立要件とする、
　ことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項１５】
　車両の前方の対象物に前記車両が衝突する衝突可能性を判定する衝突可能性判定工程（
Ｓ１１０）と、
　前記衝突可能性判定工程による判定結果に応じて、前記対象物への衝突を回避するため
の緊急制動制御を開始する制動開始工程（Ｓ１４０）と、
　前記車両が現在走行中の場所、前記車両の後方の状況、及び、前記車両の走行状態のう
ち、少なくとも一つに関する条件である走行環境条件が成立しているか否かを判定する走
行環境判定工程（Ｓ１２０）と、
　前記制動開始工程による前記緊急制動制御の開始から前記車両が停止するまでの間に、
前記衝突可能性が所定の安全レベルまで低下した場合、前記走行環境判定工程による判定
結果に応じて、前記走行環境条件が成立している場合に前記緊急制動制御を解除する制動
解除工程（Ｓ１７０）と、
　前記制動解除工程により前記緊急制動制御を解除した場合、前記車両の走行を継続する
ための走行支援制御を開始する走行支援開始工程（Ｓ１９０）と、
　を備えることを特徴とする衝突回避支援方法。
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